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１ 発生国への渡航の自粛

もし渡航する場合は
・畜産関係施設に立ち入らない。
・動物との不用意な接触を避ける。
・卵・肉製品等を日本に持ち帰らない。
・帰国の際には、空海港の動物検疫所カウンターに立ち寄り
家畜防疫官の指導を受ける。

帰国後は
・一週間は農場に入らない。
・海外で使用した衣服及び靴は農場に持ち込まない。

２ 農場への部外者立入禁止

３ 人・車両の消毒の徹底

４ 毎日の健康観察

５ 異常家畜を発見した場合の早期通報

ウイルスの侵入を防ぐため、下記事項の徹底を！

ゴールデンウィークは口蹄疫の
防疫対策の強化を！

口蹄疫は、わが国での発生は平成２２年以降確認されていません
が東アジア地域やロシアにおいて発生が継続しており、特に韓国で
は本年１月にも口蹄疫(O型)が牛で確認されました。ゴールデンウィ
ークは人や物の移動が盛んになることから、伝染病が国内に侵入す
るリスクが高まっています！
口蹄疫の特定症状を呈している牛を発見したときは、速やかに家

畜保健衛生所に通報をお願いいたします。
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異常発見時は 千葉県中央家畜保健衛生所まで！
TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送)       FAX. 043-286-0090

➡口蹄疫の発生状況や特定症状・・農林水産省ホームページで『口蹄疫』で検索






